
特定放射性廃棄物の地層処分技術に関する協力協定 

 

 独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という｡）は、高レベ

ル放射性廃棄物の地層処分技術に関して、地質環境条件の調査研究、処分技術の研究

開発、性能評価研究及びこれらの基盤となる地層科学研究を実施し、わが国における

地層処分技術に関する技術情報及び経験を蓄積してきた｡ 平成１１年１１月には、こ

れらの研究開発成果を総合的に評価し、「わが国の高レベル放射性廃棄物地層処分の技

術的信頼性―地層処分研究開発第２次取りまとめ―」（以下「第２次取りまとめ」とい

う。）を取りまとめ、国により、第２次取りまとめには、我が国における高レベル放射

性廃棄物地層処分の技術的信頼性が示されているとともに、処分予定地の選定と安全

基準の策定に資する技術的拠り所となることが示されていると評価された。 

 その後、第２次取りまとめを踏まえ、処分事業や安全規制等の整備が円滑に進めら

れるよう、深地層の研究施設、地層処分放射化学研究施設等を活用し、地層処分技術

の信頼性の確認や安全評価手法の確立に向けて研究開発を推進している。 

 また、原子力機構は、電気事業連合会との協力の下、「TRU 廃棄物処分技術検討書―

第２次 TRU 廃棄物処分研究開発取りまとめ―」を取りまとめ、国の「TRU 廃棄物の地

層処分基盤研究開発に関する全体計画」に基づき、基盤的な技術開発等を行っている。 

 

 原子力発電環境整備機構（以下「原環機構」という。）は、「特定放射性廃棄物の最

終処分に関する法律」（平成１２年６月法律第１１７号、以下「法」という。）で定め

られた特定放射性廃棄物（高レベル放射性廃棄物）の最終処分の事業主体として、第

２次取りまとめ報告書で示された科学的・技術的な知見を基礎とし、最終処分事業の

安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技術開発を実施しつつ、概要調

査地区等の選定、拠出金の徴収等を行っている。 

 

 平成１９年６月に法が改正（平成２０年４月施行）され、第二種特定放射性廃棄物

（TRU 廃棄物の一部）が最終処分事業の対象となることが定められた。これを受けて、

原環機構は従来から処分事業の対象としてきた第一種特定放射性廃棄物（高レベル放

射性廃棄物）に加え、第二種特定放射性廃棄物も処分事業の対象とすることとした。

（以下、これら法で定められた放射性廃棄物を総称して「特定放射性廃棄物」という。）

法と「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和３２年６月法律

第１６６号）に基づき、原環機構は、前項の業務を引き続き実施しつつ、最終処分施

設の建設及び改良、維持その他の管理、特定放射性廃棄物の最終処分の実施、最終処

分施設の閉鎖及び閉鎖後の管理等を実施する計画である。 

 

 原子力機構及び原環機構は、上記双方の目的を実現させるため、国民の理解と協力



を得ることが極めて重要であるとの認識のもとに、双方の技術開発の成果を積極的に

公開し、情報交換の透明性を確保した上で、情報交換、技術者の交流等により、技術

協力を進めるものとする。 

 

以上のことから、原子力機構と原環機構は、特定放射性廃棄物の処分に係る技術全

体を包含する技術協力を推進するため、「特定放射性廃棄物の地層処分技術に関する協

力協定」（平成１３年６月締結）を改定する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、前文の趣旨にのっとり、特定放射性廃棄物の地層処分技術に関し 

て、原子力機構及び原環機構が、双方の目的を達成するために行う技術協力の 

あり方とその条件を定めるとともに、本協定に基づく技術情報の取扱い等を規 

定する。  

 

（定義） 

第２条 本協定で使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１)「保有する技術情報」とは、所有若しくは使用を認められている科学的、技 

術的データ、及び研究開発の結果又は方法等に関する情報をいい、それらに

関する産業財産権及び著作権を含む。 

(２)「提供技術情報」とは、本協定に基づいて提供され、使用許諾された技術情

報をいう。 

(３)「成果技術情報」とは、本協定に基づいて、提供技術情報を用いて新たに発

生した当該部分に関する技術情報（提供技術情報を用いて委託先等において

新たに発生した技術情報を含む。）をいう。また、成果技術情報を使用して

新たに発生した当該部分に関する技術情報も成果技術情報に含む。 

(４)「特定放射性廃棄物」とは、平成１９年６月に改正された法で定められたも

のをいう。 

 

（運営会議の設置） 

第３条 原子力機構及び原環機構は、本協定に定めた技術協力を円滑かつ効果的に進 

めるため、運営会議を設けるものとする。 

２ 運営会議の詳細については、両者協議の上別途定めるものとする。 

 

（技術協力の内容） 

第４条 原子力機構及び原環機構は、本協定に規定された条件に基づいて以下の技術 

協力を行う。 



(１) 双方が保有する技術情報の提供 

(２) 技術者の交流 

(３) その他双方が必要と認める事項 

 

（技術情報の提供） 

第５条 原子力機構又は原環機構は、相手先が保有する技術情報の提供を希望する場 

合には、あらかじめ希望する技術情報の使用目的、範囲等を記載した文書によ 

り相手先に申し込むものとする。 

２ 原子力機構又は原環機構は、当該技術情報が既に公開されている場合には、

前項の申込み受領後、速やかに提供するものとする。 

３ 原子力機構又は原環機構は、当該技術情報が未だ公開されていない場合には、

提供時までに公開できるものに限定して、提供するものとする。 

４ 原子力機構又は原環機構は、本協定の目的の範囲内において、提供先に対し

て「提供技術情報」を使用することを許諾する。 

 

（技術者の受入れ） 

第６条 原子力機構又は原環機構は、各々相手先からの技術者の受入れを希望する場   

合には、あらかじめ文書で相手先に申し込むものとし、実施の条件等について 

は両者協議し別途定める。 

 

（提供技術情報の帰属） 

第７条 使用許諾された提供技術情報は、許諾後も提供元である原子力機構又は原環 

機構に帰属する。 

２ 成果技術情報は、原子力機構及び原環機構が共有するものとする。 

 

（産業財産権） 

第８条 原子力機構及び原環機構は、提供技術情報を使用して産業財産権の対象とな 

り得る発明、考案又は意匠をなした場合は、遅滞なく相手先に通知するものと 

し、その出願は両者の合意に基づいて行うものとする。 

 

（提供技術情報の管理） 

第９条 原子力機構及び原環機構は、提供技術情報の管理に関する各々の内部規程等 

に基づき、適切な管理を行うものとする。 

２ 原子力機構及び原環機構は、提供技術情報の管理の状況を、定期的に文書に 

より相手に報告する。 



（提供技術情報の第三者提供） 

第１０条 原子力機構及び原環機構は、提供技術情報を委託先等に使用させることを  

    希望する場合には、あらかじめ相手先に文書により合意を得るものとする。 

 

（経費） 

第１１条 原子力機構又は原環機構は、本協定に基づく技術協力の実施に要する適正    

な経費を負担するものとし、その詳細については両者協議の上別途定めるも 

のとする。 

 

（有効期限） 

第１２条 本協定の有効期限は、平成２６年３月３１日とする。ただし、期限満了３０ 

日前までに原子力機構又は原環機構のいずれからも相手先に対して、終了等 

の意思表示のない場合には、この有効期限は自動的に１年間延長するものと 

し、以後もこの例にならうものとする。 

 

（終了後の措置） 

第１３条 本協定が期間満了により終了した場合は、その後の提供技術情報及び成果技 

術情報の取扱いその他については両者で別途協議するものとし、その協議が 

合意に達するまでは、本協定の第７条から第１１条までに定める規定は引き 

続き有効とする。 

 

（改定） 

第１４条 原子力機構又は原環機構のいずれか一方が本協定の改定を提案したときは、 

原子力機構及び原環機構が協議の上、本協定を改定することができるものと 

する。 

 

（疑義等の解決） 

第１５条 本協定の定めに疑義等が生じた場合は、原子力機構及び原環機構は、相互に 

誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。 

 



 本協定の締結の証として、本書２通を作成し、原子力機構及び原環機構は記名押印

の上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成２１年１０月７日 
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